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土木関係設計単価の公表について
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　本書に記載されている内容を利用して、二次的著作物や無断で電子媒体

等を作成することを禁じる。

　施行期日　　　令和４年３月１日から施行

　この『土木関係設計単価』は、県土整備部発注工事に係わる積算業務の

適正化及び効率化を図るために作成したものである。

　本書に掲載する単価は、消費税抜きの単価として、使用頻度の高い資材

の標準的な価格を収録したものである。

　本書に品名や規格のみが記載されている資材単価等は、月刊建設物価及

び月刊積算資料の刊行物及び電子版を根拠としており、山形県では著作権

を有していないため、単価は公表しない。

　本書の閲覧場所は、県土整備部建設企画課及び各総合支庁（地域振興局

を含む）建設部建設総務課とする。

　本書に掲載する単価は、市場取引の実態を調査結果を反映したものであ

り、個々の見積や取引価格を拘束するものではない。

　本書の使用や使用不能の結果として、直接的若しくは間接的な損害や損

失等が生じたとしても、県土整備部は一切の責任を負わない。

　『個別対応』と掲載する単価については、『土木関係設計単価』として

決定していない単価である。

　本書に掲載されていない資材などの使用を制限するものではない。

　掲載する単価の決定方法については、別に公表する『山形県県土整備部

積算基準及び設計単価等決定要領』に基づくものである。

　本書の内容に関する問い合わせには応じない。



　２　一般労務単価

割増対象 １時間当り割増賃金係数Ｋ
単価コード 職　種　名 世代 労務単価 賃金比 時間外 休　日 深　夜 摘　要

（Ａ） A/8*1.25 A/8*1.35 A/8*0.25
特殊作業員 4/1～  23,000 0.808 0.126 0.136 0.025

3/1～  24,300 0.786 0.123 0.133 0.025

普通作業員 4/1～  18,100 0.867 0.135 0.146 0.027
3/1～  18,900 0.856 0.134 0.144 0.027

軽作業員 4/1～  15,500 0.907 0.142 0.153 0.028
3/1～  16,600 0.903 0.141 0.152 0.028

造園工 4/1～  20,600 0.771 0.120 0.130 0.024
3/1～  21,600 0.777 0.121 0.131 0.024

法面工 4/1～  25,700 0.806 0.126 0.136 0.025
3/1～  27,500 0.827 0.129 0.140 0.026

とび工 4/1～  24,500 0.870 0.136 0.147 0.027
3/1～  25,900 0.870 0.136 0.147 0.027

石工 4/1～  26,700 0.871 0.136 0.147 0.027
3/1～  26,300 0.943 0.147 0.159 0.029

ブロック工 4/1～  26,100 0.843 0.132 0.142 0.026
3/1～  26,600 0.855 0.134 0.144 0.027

電工 4/1～  21,100 0.725 0.113 0.122 0.023
3/1～  22,400 0.709 0.111 0.120 0.022

鉄筋工 4/1～  27,200 0.884 0.138 0.149 0.028
3/1～  29,100 0.886 0.138 0.150 0.028

鉄骨工 4/1～  24,800 0.799 0.125 0.135 0.025
3/1～  26,600 0.787 0.123 0.133 0.025

塗装工 4/1～  26,400 0.831 0.130 0.140 0.026
3/1～  28,300 0.814 0.127 0.137 0.025

溶接工 4/1～  26,800 0.823 0.129 0.139 0.026
3/1～  27,500 0.840 0.131 0.142 0.026

運転手（特殊） 4/1～  24,200 0.815 0.127 0.138 0.025
3/1～  26,000 0.805 0.126 0.136 0.025

運転手（一般） 4/1～  21,700 0.842 0.132 0.142 0.026
3/1～  22,900 0.828 0.129 0.140 0.026

潜かん工 4/1～  34,400 0.957 0.150 0.161 0.030
3/1～  36,400 0.884 0.138 0.149 0.028

潜かん世話役 4/1～  40,800 0.960 0.150 0.162 0.030
3/1～  43,300 0.652 0.102 0.110 0.020

さく岩工 4/1～  32,000 0.758 0.118 0.128 0.024
3/1～  32,000 0.783 0.122 0.132 0.024

トンネル特殊工 4/1～  37,600 0.954 0.149 0.161 0.030
3/1～  37,800 0.958 0.150 0.162 0.030

トンネル作業員 4/1～  27,200 0.907 0.142 0.153 0.028
3/1～  27,200 0.948 0.148 0.160 0.030

トンネル世話役 4/1～  37,600 0.926 0.145 0.156 0.029
3/1～  38,100 0.959 0.150 0.162 0.030

橋りょう特殊工 4/1～  30,900 0.859 0.134 0.145 0.027
3/1～  31,500 0.885 0.138 0.149 0.028

注１）

注２） 掲載する労務単価は、所定労働時間内８時間当たりの単価である。
注３）

注４）

注５） 法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用は工事費の積算上、現場管理費等に含まれている。

掲載する労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約
における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。

掲載する労務単価には、時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業
内容を超えた手当等は含まれていない。
掲載する労務単価は、労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費及び一般管理費等の諸経費は
含まれない。例えば、交通誘導員の単価には、警備会社に必要な諸経費が含まれていない。
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割増対象 １時間当り割増賃金係数Ｋ
単価コード 職　種　名 世代 労務単価 賃金比 時間外 休　日 深　夜 摘　要

（Ａ） A/8*1.25 A/8*1.35 A/8*0.25
橋りょう塗装工 4/1～  32,900 0.889 0.139 0.150 0.028

3/1～  34,800 0.895 0.140 0.151 0.028

橋りょう世話役 4/1～  37,600 0.775 0.121 0.131 0.024
3/1～  38,900 0.790 0.123 0.133 0.025

土木一般世話役 4/1～  26,000 0.786 0.123 0.133 0.025
3/1～  27,800 0.777 0.121 0.131 0.024

高級船員 4/1～  29,000 0.697 0.109 0.118 0.022
3/1～  29,500 0.713 0.111 0.120 0.022

普通船員 4/1～  23,600 0.706 0.110 0.119 0.022
3/1～  24,300 0.733 0.115 0.124 0.023

潜水士 4/1～  49,400 0.811 0.127 0.137 0.025
3/1～  50,400 0.826 0.129 0.139 0.026

潜水連絡員 4/1～  30,600 0.878 0.137 0.148 0.027
3/1～  32,400 0.904 0.141 0.153 0.028

潜水送気員 4/1～  31,000 0.886 0.138 0.150 0.028
3/1～  31,800 0.878 0.137 0.148 0.027

山林砂防工 4/1～  27,400 0.815 0.127 0.138 0.025
3/1～  27,400 0.809 0.126 0.137 0.025

軌道工 4/1～  31,300 0.871 0.136 0.147 0.027
3/1～  31,300 0.783 0.122 0.132 0.024

型わく工 4/1～  27,400 0.906 0.142 0.153 0.028
3/1～  28,900 0.911 0.142 0.154 0.028

大工 4/1～  25,400 0.868 0.136 0.146 0.027
3/1～  26,000 0.911 0.142 0.154 0.028

左官 4/1～  26,400 0.863 0.135 0.146 0.027
3/1～  26,600 0.847 0.132 0.143 0.026

配管工 4/1～  22,000 0.752 0.118 0.127 0.024
3/1～  23,200 0.760 0.119 0.128 0.024

はつり工 4/1～  24,500 0.860 0.134 0.145 0.027
3/1～  24,500 0.868 0.136 0.146 0.027

防水工 4/1～  26,800 0.790 0.123 0.133 0.025
3/1～  27,700 0.796 0.124 0.134 0.025

板金工 4/1～  25,200 0.789 0.123 0.133 0.025
3/1～  25,600 0.809 0.126 0.137 0.025

タイル工 4/1～  23,800 0.819 0.128 0.138 0.026
3/1～  21,200 0.892 0.139 0.151 0.028

サッシ工 4/1～  26,700 0.790 0.123 0.133 0.025
3/1～  27,500 0.773 0.121 0.130 0.024

屋根ふき工 4/1～ 未設定
3/1～

内装工 4/1～  25,700 0.795 0.124 0.134 0.025
3/1～  26,300 0.823 0.129 0.139 0.026

ガラス工 4/1～  23,300 0.780 0.122 0.132 0.024
3/1～  23,300 0.747 0.117 0.126 0.023

注１）

注２） 掲載する労務単価は、所定労働時間内８時間当たりの単価である。
注３）

注４）

注５） 法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用は工事費の積算上、現場管理費等に含まれている。

掲載する労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約
における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。

掲載する労務単価には、時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業
内容を超えた手当等は含まれていない。
掲載する労務単価は、労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費及び一般管理費等の諸経費は
含まれない。例えば、交通誘導員の単価には、警備会社に必要な諸経費が含まれていない。
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割増対象 １時間当り割増賃金係数Ｋ
単価コード 職　種　名 世代 労務単価 賃金比 時間外 休　日 深　夜 摘　要

（Ａ） A/8*1.25 A/8*1.35 A/8*0.25
建具工 4/1～  21,400 0.812 0.127 0.137 0.025

3/1～  22,100 0.787 0.123 0.133 0.025

ダクト工 4/1～  20,600 0.733 0.115 0.124 0.023
3/1～  21,900 0.749 0.117 0.126 0.023

保温工 4/1～  22,100 0.762 0.119 0.129 0.024
3/1～  22,700 0.768 0.120 0.130 0.024

建築ブロック工 4/1～  22,700 割増対象賃金比は未設定

3/1～ R4.3月～廃止

設備機械工 4/1～  22,000 0.741 0.116 0.125 0.023
3/1～  22,900 0.745 0.116 0.126 0.023

交通誘導警備員Ａ 4/1～  15,500 0.862 0.135 0.145 0.027
3/1～  16,100 0.861 0.135 0.145 0.027

交通誘導警備員Ｂ 4/1～  12,900 0.908 0.142 0.153 0.028
3/1～  13,500 0.903 0.141 0.152 0.028

注１）

注２） 掲載する労務単価は、所定労働時間内８時間当たりの単価である。
注３）

注４）

注５） 法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用は工事費の積算上、現場管理費等に含まれている。

  ３　土木工事標準積算基準書（国土交通省版Ⅰ）関係労務単価

割増対象 １時間当り割増賃金係数Ｋ
単価コード 職　種　名 世代 労務単価 賃金比 時間外 休　日 深　夜 摘　要

（Ａ） A/8*1.25 A/8*1.35 A/8*0.25
機械工 4/1～  26,800 0.823 0.129 0.139 0.026 溶接工を適用

3/1～  27,500 0.840 0.131 0.142 0.026

助手 4/1～  18,100 0.867 0.135 0.146 0.027 普通作業員を適用
3/1～  18,900 0.856 0.134 0.144 0.027

機械世話役 4/1～  26,000 0.786 0.123 0.133 0.025 一般世話役を適用
3/1～  27,800 0.777 0.121 0.131 0.024

製作工（橋梁） 4/1～  27,500 鋼橋製作工に適用
3/1～  27,800 割増対象賃金比は未設定

注１）

注２） 掲載する労務単価は、所定労働時間内８時間当たりの単価である。
注３）

注４）

注５） 法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用は工事費の積算上、現場管理費等に含まれている。

掲載する労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約
における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。

掲載する労務単価には、時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業
内容を超えた手当等は含まれていない。
掲載する労務単価は、労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費及び一般管理費等の諸経費は
含まれない。例えば、交通誘導員の単価には、警備会社に必要な諸経費が含まれていない。

掲載する労務単価は、労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費及び一般管理費等の諸経費は
含まれない。例えば、交通誘導員の単価には、警備会社に必要な諸経費が含まれていない。

掲載する労務単価には、時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業
内容を超えた手当等は含まれていない。

掲載する労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約
における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。

廃止
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　４　機械設備積算基準に係わる労務単価

割増対象 １時間当り割増賃金係数Ｋ
単価コード 職　種　名 世代 労務単価 賃金比 時間外 休　日 深　夜 摘　要

（Ａ） A/8*1.25 A/8*1.35 A/8*0.25
機械設備製作工 4/1～  25,400 

3/1～  25,500 割増対象賃金比は未設定

機械設備据付工 4/1～  24,400 0.661
3/1～  25,600 0.654

　機械設備製作工 ①管理職員及び臨時職員

※留意事項

ａ． 原寸図の作成
ｂ． 原材料への罫書き
ｃ． 原材料の切断
ｄ． 部材の溶接
ｅ． 部材の歪み等の矯正
ｆ． 旋盤、フライス盤等による部材の機械加工
ｇ． 部材及び製造物等の仕上げ加工
ｈ．

ｉ． 電気部品の取付、配線
ｊ． 各製作工程における段取り
ｋ． 各製作工程における雑役

　機械設備据付工

※注意事項

ａ． 据付基準線の芯出し罫書き
ｂ． 据付用架台等の仮設物設置 ③塗装に従事する労働者
ｃ． 各機器の搬入及び吊り込み・固定
ｄ． 部材の溶接
ｅ． 溶接材の歪み等の矯正
ｆ． 溶接部の仕上げ加工
ｇ．

ｈ． 個々の機器等の接続及び各種調整
ｉ． 機械設備における総合試運転調整
ｊ． 各据付工程における段取り

注１）

注２） 掲載する労務単価には、時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業
内容を超えた手当等は含まれていない。

⑤アルバイト、見習い、補助作業
員

⑦老齢厚生年金（在職老齢年金）
及び高年齢雇用継続給付（高年齢
雇用継続基本給付金又は高年齢再
就職給付金）を受給するために１
日当りの給与額を調整している労
働者

　機械設備の工場製作について相当程度の技能を有
し、工場において機械設備の製作に従事する主として
次に掲げる作業について主体的業務を行う労働者

⑥会社の役員、事務局、給食担当
者

「機械設備据付工」は、日当
り単価とし、基準内給与（基
本給及び諸手当）、通勤手
当、賞与からなり、製作工と
は異なり退職金等を含まない
単価である。

掲載する労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約
における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。

ライナー等による据付調整及びボルト等による
個々の機器の固定

　機械設備の据付について相当程度の技能を有し、設
備の据付、調整等について従事する主として次に掲げ
る作業について主体的業務を行う労働者

個々の部材等の組立及び仮組立（各種調整を含
む）

②事務、設計、調査等に従事する
製作工以外の職員

②補助的作業及び配管配線等に従
事する現地採用の労働者

④公共工事労務者調査対象の51職
種に該当する労務者

職　種　名 職務の定義・作業内容 対象外

①現場代理人若しくは主任技術者
（監理技術者）としての業務を行
う労働者

③老齢厚生年金（在職老齢年金）
及び高年齢雇用継続給付（高年齢
雇用継続基本給付金又は高年齢再
就職給付金）を受給するために1日
当りの給与額を調整している労働
者

「機械設備製作工」について
は、日当り単価とし、基準内
給与（基本給及び諸手当）、
通勤手当、賞与、退職金等か
らなる。
　即ち、「機械設備積算基
準」の製作原価以外では適用
できない。
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　５　電気通信設備工事等の積算に係わる労務単価

１時間当り割増賃金係数Ｋ
単価コード 職　種　名 世代 労務単価 時間外 休　日 深　夜 摘　要

A/8*1.25 A/8*1.35 A/8*0.25
電気通信技術者 4/1～  31,900 0.64

3/1～  33,100 0.65

電気通信技術員 4/1～  21,500 0.64
3/1～  22,300 0.65

　（１）職務の定義
① 電気通信技術者

② 電気通信技術員

　（２）労務単価の構成
① 基本給相当額
② 基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当）
③ 臨時の給与（賞与等）
④ 実物給与（食事の支給等）

　（３）労務単価に含まれない賃金、手当、経費
① 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
② 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
③ 現場管理費（法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費

注１）

注２）

掲載する労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約
における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。
掲載する労務単価には、時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業
内容を超えた手当等は含まれていない。

割増対象
賃金比

　電気通信設備の現場設置に従事する技術労働者のうち、電気通信設備設置において、ある程度の専門的知識
と経験を持ち、技術者の指示によりその業務を行うことのできる者をいう。

　電気通信設備の現場設置に従事する技術労働者のうち、電気通信設備設置において、相当程度の専門的知識
と経験を持ち、主体的にその業務を行うことのできる者をいう。
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  ６　港湾請負工事積算基準関係単価

（１） 労務単価
別途「港湾請負工事積算基準（国土交通省港湾局）」に定める労務単価は、下表のとおりとする。

割増対象 １時間当り割増賃金係数Ｋ
単価コード 職　種　名 世代 労務単価 賃金比 時間外 休　日 深　夜 摘　要

（Ａ） A/8*1.25 A/8*1.35 A/8*0.25
船団長 4/1～  29,000 0.697 0.109 0.118 0.022 高級船員を準用

3/1～  29,500 0.713 0.111 0.120 0.022

潜水世話役 4/1～  49,400 0.811 0.127 0.137 0.025 潜水士を準用
3/1～  50,400 0.826 0.129 0.139 0.026

注１）

注２）

（２） 乗船手当
別途「港湾請負工事積算基準（国土交通省港湾局）」に定める乗船手当は、下表のとおりとする。

単価コード 職　種　名 単　位 4/1～ 3/1～ 摘　要

乗船手当（船団長） 人・日  2,854 

乗船手当（高級船員） 人・日  2,854 

乗船手当（普通船員） 人・日  2,336 

（３） 日額旅費

単価コード 職　種　名 単　位 4/1～ 3/1～ 摘　要

人

人

人

船団長旅費（片道・人当
り）

高級船員旅費（片道・人
当り）

普通船員旅費（片道・人
当り）

掲載する労務単価には、時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業
内容を超えた手当等は含まれていない。

単　　価

掲載する労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約
における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。

単　　価

12



　３　建設発生木材（再資源化処理）

（単位：円／ｔ）
単　　価

地区名 会 社 名 単価コード 4/1～ 7/1～ 10/1～ 3/1～ 受け入れ条件等

㈲後藤クリーン商会  15,000 伐根：45,000円/t

㈲田沢砂利工業  20,000 ※単位：円／ｍ３

伐根等：30,000円/m3

㈱イトウ  20,000 生木:20,000円/t

伐根:25,000円/t

みどり環境建設㈱  20,000 

㈱横山興業  25,000 伐根：40,000円/t

ディスポ㈱  26,000 生木：30,000円/t

伐根：40,000円/ｔ

㈲県南チップ  18,000  25,000 伐根：35,000円/t

ウィル㈱  15,000 

㈱横川建設  21,000  25,000 

長井環境㈱  15,000 

㈲エコファーム長井  13,000  15,000  13,000 枝葉・幹価格。

伐根16,000円/t

㈱伊藤造園土木  13,000 

新輝産業㈱  15,000 

㈱クリーンシステム  26,000 異物混入時別途協議、

伐根：31,000円/ｔ

㈱ジオテック  15,000 

㈲ツチヤクリーン  11,000 

㈱山形一進社  20,000 

㈱アールテック  18,000 異物混入は別途協議

㈱茨木建設  20,100 

㈲北郡リサイクルセンター  35,000 

㈱矢作組  25,000 解体材。伐根：23,000円/t

枝葉：15,000円/t

やまがたグリーンリサイクル㈱  16,000 

ことぶき建設㈱  18,000 

高谷建設㈱  25,000 
移動式：50ｔ以上、機械運搬費別
途。防塵･防音処理別途。単価適
用：村山市・東根市・河北町・尾
花沢市。その他は別途。

(18,000)
解体材

モリヤ

㈱菊地建設  18,600  20,500 

原木・剪定枝(2.0m以下)。解体材
(2.0m以下)：23,000円/t、伐根等
(φ30cm以下)：30,000円/ｔ

丸太のみ。伐採材(枝木付き)：
32,100円/t、伐根：61,000円/t

村

山

長

井

寒

河

江

解体選別後のもの、異物混入不
可。パレット・梱包材：15,000円
/t。枝･葉･幹：13,000円/t。伐
根：16,000円/t

ﾊﾟﾚｯﾄ梱包材:17,000円/ｔ、木質系
合板類：27,000円/t、枝葉等：
25,000円/ｔ、伐根：40,000円/ｔ

枝葉等価格（生木のみ）。解体廃
木材不可。伐根：27,000円/ｔ

角材等廃木材(付着物のないも
の）。解体材･コンパネ･板・樹
木・伐根材別途。

角材・ﾊﾟﾚｯﾄ・丸太類価格。伐根：
30,000円/t

枝葉・幹：13,000円/ｔ。解体材：
16,000円/ｔ。伐根：16,000円/t。
異物混入時別途協議。

米

沢

山

形

異物混入、生木、伐根は別途協
議。パレット：15,000円/t

解体材。異物混入時別途協議、伐
根：25,000円/t

指定品目以外の異物が混入してい
ないこと。伐根：25,000円/t

枝・幹価格。解体廃木材：17,000
円/t、解体廃木材(金属付着)：
20,000円/t、伐根：30,000円/t

R3.10.1～

廃止
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Ⅳ－１　設計業務委託等技術者単価

業務区分 費用区分 単価コード 職　種　名 世代 基準日額 摘　要

測量主任技師 4/1～  45,700 0.65
3/1～  48,000 0.60

測量技師 4/1～  40,000 0.50
3/1～  42,200 0.55

測量技師補 4/1～  30,700 0.60
3/1～  32,400 0.60

測量助手 4/1～  29,600 0.65
3/1～  31,100 0.60

測量補助員 4/1～  24,200 0.60
3/1～  25,400 0.65

操縦士 4/1～  53,400 0.35
3/1～  55,300 0.40

整備士 4/1～  40,700 0.55
3/1～  42,200 0.55

撮影士 4/1～  37,300 0.60
3/1～  39,300 0.65

撮影助手 4/1～  31,800 0.65
3/1～  31,800 0.65

測量船操縦士 4/1～  29,700 0.55
3/1～  31,400 0.50

地質調査技師 4/1～  47,500 0.55
3/1～  50,100 0.55

主任地質調査員 4/1～  35,000 0.50
3/1～  36,800 0.55

地質調査員 4/1～  25,900 0.65
3/1～  27,200 0.55

主任技術者 4/1～  69,800 0.50
3/1～  70,600 0.60

理事・技師長 4/1～  65,500 0.50
3/1～  66,900 0.50

主任技師 4/1～  57,400 0.55
3/1～  58,600 0.55

技師（Ａ） 4/1～  51,200 0.60
3/1～  51,200 0.60

技師（Ｂ） 4/1～  40,600 0.50
3/1～  41,600 0.60

技師（Ｃ） 4/1～  32,800 0.60
3/1～  32,800 0.60

技術員 4/1～  29,000 0.60
3/1～  29,000 0.60

注１） 外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではない。
注２）

航

空

・

船

舶

業

務

第Ⅳ編　計画調査用単価

設

計

業

務

地

質

業

務

直

接

人

件

費

割増対象
賃 金 比

測

量

業

務

直

接

人

件

費

直

接

人

件

費

掲載する労務単価には、時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業
内容を超えた手当等は含まれていない。

直

接

人

件

費

199



Ⅳ－２　電気通信関係点検技術者等単価

業務区分 費用区分 単価コード 職　種　名 世代 基準日額 摘　要

点検技術者（電気） 4/1～  32,100 0.65
3/1～  33,000 0.66

点検技術員（電気） 4/1～  24,700 0.65
3/1～  25,400 0.66

運転監視技術員 4/1～  24,700 0.65
3/1～  25,400 0.66

注１） 外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではない。
注２）

　【参考資料】職務の定義
① 点検技術者（電気）

② 点検技術員（電気）

③ 運転監視技術員

Ⅳ－３　技術者等単価の構成

　（１）技術者単価の構成
設計業務委託等技術者単価と電気通信関係点検技術者単価は、下記にて構成される。

① 基本給相当額
② 諸手当（役職、資格、通勤、住宅、家族、その他）
③ 賞与相当額
④ 事業主負担額（退職金積立、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険、児童手当） 

　（２）技術者単価に含まれない賃金、手当、経費
① 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
② 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当

　（３）留意事項
① 外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではない。

電

気

通

信

施

設

点

検

及

び

施

設

運

転

監

視

業

務

割増対象
賃 金 比

　電気通信施設の運転監視業務に従事する管理技術者の指揮・命令下でその業務を行うことのできる者をい
う。

掲載する労務単価には、時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業
内容を超えた手当等は含まれていない。

直

接

人

件

費

　電気通信施設の点検業務に従事する技術労働者のうち、電気通信設備点検において、ある程度の専門的知識
と経験を持ち、点検技術者の指示によりその業務を行うことのできる者をいう。

　電気通信施設の点検業務に従事する技術労働者のうち、電気通信設備点検において、相当程度の専門的知識
と経験を持ち、主体的にその業務を行うことのできる者をいう。
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